
源
頼
朝
に
謝
す
ろ

評
論

牧

健

二

　
現
代
の
支
配
的
な
文
化
史
的
歴
史
観
は
偉
入
に
謝
し
て
さ
し
た

る
感
興
を
有
た
な
い
。
偉
勲
を
時
代
の
偲
偏
と
見
る
民
衆
生
義
的

史
観
に
捉
は
れ
て
居
る
。
併
し
文
化
の
如
何
な
る
方
面
に
於
て
も
、

彼
の
時
代
の
仕
事
が
彼
の
一
身
に
集
ま
っ
て
居
る
こ
と
を
自
蜷
し

て
行
動
し
、
彼
の
業
績
が
彼
の
時
代
の
精
鉱
や
生
活
の
上
に
多
大

の
影
響
を
與
へ
て
居
る
と
き
は
、
此
の
入
物
は
史
上
の
偉
入
で
あ

る
。
か
や
う
な
入
物
の
存
在
は
、
之
を
躍
純
に
時
代
の
必
然
堕
混

物
と
云
ふ
、
歴
史
家
の
狡
檜
な
る
常
套
語
の
申
に
丸
め
て
了
ふ
こ

と
の
臨
來
な
い
も
の
が
あ
る
。
見
よ
。
尊
家
や
肚
會
が
、
或
は
學

界
や
五
畜
や
政
界
が
、
時
代
的
偉
入
の
幽
現
を
要
望
し
て
居
る
に

も
拘
ら
す
、
其
入
を
得
な
い
が
爲
に
、
新
た
な
る
展
開
の
實
現
に

逡
巡
し
て
み
る
こ
と
が
屡
ミ
あ
る
で
は
な
い
か
。
歴
史
家
は
偉
人

を
語
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
先
世
者
の
偉
入
観
も
之
を
再
考
し
て
見

る
こ
と
を
要
す
る
。
現
代
の
史
家
が
偉
人
観
を
爲
す
と
き
、
其
れ

　
　
　
　
　
源
頼
朝
に
寂
す
ろ
評
．
論

は
古
人
の
偉
叢
論
と
如
何
に
異
な
る
か
。
藪
に
國
史
上
の
偉
人
と

し
て
源
頼
朝
に
驕
す
る
評
論
を
試
み
や
う
Q

　
広
本
の
武
家
時
代
を
誰
が
創
め
る
こ
と
が
串
來
た
か
。
李
家
は

武
士
で
あ
．
り
、
其
の
全
盛
の
時
代
に
は
、
雫
家
に
思
す
ん
ば
人
に
非

す
と
霊
祭
は
れ
た
。
然
る
に
影
響
は
武
家
政
治
の
義
脚
を
開
く
こ

と
が
出
遣
な
か
っ
た
。
既
に
不
清
盛
は
太
政
大
敵
と
な
り
、
一
族
多

く
は
朝
臣
臆
列
し
て
、
公
家
政
治
の
機
構
の
中
に
行
動
し
、
之
を

田
や
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
成
程
、
清
盛
は
彼
の
家
入
を
庄
園
公

領
の
地
頭
に
補
任
す
る
先
例
を
作
っ
た
。
併
し
之
は
雫
家
の
庄
園

に
置
く
か
、
叉
は
懇
情
領
家
に
依
頼
し
て
行
ふ
た
こ
と
で
、
依
然

王
覇
的
な
形
式
を
踏
襲
し
九
も
の
で
あ
る
。
武
士
が
政
治
を
行
ふ

た
と
云
ふ
だ
け
で
、
雁
家
の
政
治
を
武
家
政
治
と
見
て
は
な
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

ぬ
。
惜
春
は
攻
治
の
形
駿
を
規
定
す
る
欄
度
の
本
質
に
依
っ
て
決
。

定
さ
れ
て
居
る
。
日
本
の
封
建
岩
代
が
始
ま
り
武
家
政
治
が
剣
然

　
　
　
　
　
第
二
十
一
谷
　
第
一
號
　
　
｝
七
三

（i73）



　
　
　
　
　
源
頼
朝
に
欝
す
る
評
論

た
る
姿
を
探
っ
て
現
は
れ
る
の
は
、
日
本
史
の
一
大
落
筆
で
あ
っ

た
。
其
の
助
康
婦
の
役
を
誰
が
勤
め
た
か
。
不
遣
直
が
糠
母
の
請

－
を
容
れ
て
助
命
し
て
お
い
九
源
頼
朝
が
、
、
他
日
此
の
偉
大
な
る
役

割
を
果
す
と
云
ふ
こ
と
は
、
李
家
に
と
っ
て
は
悲
、
し
い
蓮
命
で
あ

っ
た
が
、
國
史
の
護
旋
か
ら
此
の
事
實
を
論
ず
れ
ば
、
偉
人
の
人

と
成
り
が
歴
史
の
上
に
與
へ
て
居
る
印
象
は
大
で
あ
る
。
之
を
以

て
簡
輩
に
岩
礁
と
文
化
と
の
必
然
的
獲
展
と
し
て
片
附
け
て
了
ふ

こ
と
の
出
講
な
い
も
の
が
存
在
す
る
。

　
私
は
武
家
時
代
の
史
観
の
下
に
爲
さ
れ
た
源
頼
朝
に
射
す
ろ
撒

慨
の
評
論
を
吟
味
し
た
。
偲
慈
懸
の
愚
管
抄
、
北
畠
親
房
の
三
皇

正
続
記
、
新
非
白
石
の
讃
愛
鯨
論
、
水
戸
の
大
日
本
史
、
韻
山
陽

の
日
本
外
史
、
及
び
淺
見
綱
齋
の
識
樹
録
が
そ
れ
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
我
國
の
史
學
史
上
愚
管
抄
が
異
彩
あ
る
歴
史
筆
墨
の
史
書
で
あ

る
こ
と
は
辮
を
要
し
な
い
。
佛
教
的
歴
史
観
の
下
に
顯
冥
二
飼
の

妙
理
が
歴
史
成
立
の
理
法
と
な
っ
て
居
る
と
説
く
。
日
本
史
の
全

膿
が
此
の
史
観
・
の
下
に
論
述
さ
れ
て
居
る
。
愚
管
抄
の
歴
史
哲
離

の
吟
味
は
之
を
他
日
の
考
察
に
委
ね
燈
う
と
思
ふ
が
、
回
書
に
見

え
た
頼
朝
論
は
次
の
如
く
だ
。
聖
武
天
皇
以
降
承
久
役
後
に
至
る

　
　
　
　
　
第
二
十
一
巻
策
一
號
．
　
乱
七
四

迄
を
七
つ
の
時
代
に
分
ち
、
源
頼
朝
は
第
五
の
時
代
の
終
と
な
っ

て
居
る
。

　
五
初
ヨ
リ
其
儀
爾
方
ニ
ワ
カ
レ
テ
。
ヒ
シ
ノ
＼
ト
論
ジ
テ
ユ
ク

　
　
ホ
ド
ニ
。
サ
ス
ガ
ニ
肛
門
緑
門
ー
コ
ソ
ア
レ
バ
。
其
凱
追
理
ヘ
イ

　
　
イ
カ
チ
テ
行
フ
道
理
ナ
リ

　
　
　
是
ハ
地
艦
二
道
理
ヲ
シ
レ
ル
ニ
ハ
ア
ラ
ネ
ド
。
シ
カ
．
ル
ベ

　
　
　
ク
テ
威
徳
ア
ル
人
ノ
主
入
ナ
ル
時
借
。
是
ヲ
用
ル
道
理
也
。

　
　
　
臼
疋
ハ
武
ふ
⊥
ノ
冊
恥
ノ
山
カ
ノ
頼
朝
マ
評
ア
鰍
。

　
今
β
の
史
家
は
頼
朝
を
煮
て
時
代
の
初
を
劃
し
た
入
物
と
見
る

が
、
鞘
町
は
鳥
笏
院
迄
を
國
史
の
第
四
の
時
代
で
あ
る
と
な
し
、

頼
朝
を
第
五
の
時
代
の
終
と
見
た
。
頼
朝
を
論
じ
て
、

叉
コ
ノ
源
氏
頼
朝
將
軍
昔
今
有
難
キ
器
量
ニ
テ
。
ヒ
シ
ト
天
下

　
ヲ
シ
ヅ
メ
タ
リ
ツ
ル
跡
ノ
成
行
ヤ
ウ
Q
入
ノ
シ
ワ
ザ
ト
ハ
壁
へ

　
ズ
。
六
一
ス
武
．
士
が
世
ラ
ブ
ア
ル
ベ
シ
ト
。
宗
廟
ノ
憩
モ
定
メ

　
思
弁
タ
ル
事
・
ハ
。
今
ハ
道
理
ニ
カ
ナ
イ
テ
必
然
也
。
其
上
ハ
不

　
家
ノ
ヲ
ホ
ク
島
国
騰
モ
ア
リ
。
ロ
バ
亘
ハ
ニ
因
果
ノ
コ
タ
ヘ
ユ
ク
ニ
ヤ

　
ト
ゾ
心
ア
ル
人
ハ
思
フ
ベ
キ
。

　
と
云
ひ
、
顯
の
道
理
を
行
ふ
て
彼
の
大
業
を
成
就
し
た
も
の
で
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あ
る
と
論
じ
た
。
そ
し
て
頼
朝
以
後
に
な
る
と
、
「
無
道
ヲ
道
理

ト
ア
シ
ク
バ
カ
ラ
イ
テ
。
ヒ
ガ
ゴ
ト
ニ
ナ
ル
が
道
理
ナ
ル
道
理
」

の
世
と
な
り
、
承
久
役
の
行
は
れ
た
愚
管
抄
執
筆
の
時
代
の
如
き

は
「
道
理
ト
イ
フ
モ
ノ
ハ
ナ
キ
」
世
で
あ
る
と
観
じ
て
居
る
。

　
ヘ
　
　
へ
　
　
む
　
　
も

　
北
畠
親
房
を
以
て
、
日
本
の
政
治
に
關
す
る
撮
り
、
古
今
第
一

流
の
論
者
で
あ
る
と
断
じ
得
る
所
以
は
、
彼
が
「
大
日
本
は
沸
國

な
り
」
と
の
國
聡
槻
を
胃
頭
に
掲
げ
て
筆
を
起
し
つ
Σ
、
政
治
に

齢
し
て
は
、
「
紳
は
人
を
安
く
す
る
を
本
誓
と
す
。
天
下
の
萬
民
は

皆
継
物
也
。
君
は
奪
く
ま
し
ま
せ
ど
、
一
人
を
樂
し
ま
し
め
、
萬

民
を
苦
し
む
る
事
は
天
も
許
さ
す
、
紳
も
幸
せ
ぬ
謂
な
れ
ば
、
改

の
可
否
に
從
ひ
て
、
御
蓮
の
湿
塞
在
る
べ
し
と
そ
壁
え
侍
る
」
と

云
ひ
、
叉
人
距
に
冷
し
て
、
「
ま
も
て
入
臣
と
し
て
は
、
・
君
を
貴
び

民
を
あ
は
れ
み
、
天
に
せ
ぐ
・
ま
り
地
に
ぬ
き
あ
し
し
、
日
月
の

照
ら
す
を
仰
ぎ
て
も
、
心
の
黒
く
し
て
光
に
當
ら
ざ
ら
ん
こ
と
を

お
ち
、
雨
露
の
施
す
を
見
て
も
、
身
の
正
し
か
ら
す
し
て
恵
み
に

漏
れ
ん
こ
と
を
顧
み
る
べ
し
」
と
云
ひ
た
る
程
に
、
君
主
々
義
の

統
治
の
規
範
に
謝
す
る
識
見
を
備
へ
て
る
た
こ
と
に
存
す
る
。

親
房
が
頼
朝
の
功
績
を
激
賞
し
て
居
る
こ
と
は
有
名
な
事
實
で
あ

　
　
　
　
　
源
頼
覇
に
罫
す
る
評
論

る
が
、
之
を
以
て
藤
原
鎌
足
の
大
化
改
新
の
功
業
に
匹
敵
す
る
も

の
と
し
た
こ
と
は
、
六
百
年
前
に
あ
っ
て
現
代
の
國
史
観
を
道
破

し
た
概
が
あ
る
ゆ

　
李
治
よ
り
こ
の
か
た
、
皇
威
殊
の
外
に
衰
へ
ぬ
。
清
盛
天
下
の

　
樺
を
盗
み
、
太
政
大
臣
に
あ
が
り
、
子
ど
も
大
臣
大
回
に
な
り

　
し
上
は
、
い
．
諭
に
足
ら
ぬ
事
に
や
。
さ
れ
ど
朝
敵
に
な
り
て
、

　
や
が
て
癖
馬
せ
し
か
ば
、
後
の
例
に
は
陶
酔
難
τ
。
頼
朝
は
更

　
に
一
身
の
力
に
て
、
豊
年
の
観
を
た
ひ
ら
け
、
二
＋
餓
年
の
御

　
憤
り
を
や
す
め
奉
り
き
。
昔
紳
武
の
、
御
時
に
、
宇
麻
志
簸
見
命

　
の
中
洲
を
し
づ
め
、
皇
極
の
御
宇
に
、
大
織
冠
蘇
我
の
一
門
を

　
ほ
ろ
ぼ
し
て
、
皇
家
を
全
く
せ
し
よ
り
後
に
は
、
類
な
き
程
の

　
勲
功
に
や
。
そ
れ
す
ら
京
の
ぽ
り
の
時
、
大
納
言
大
宰
に
柾
ぜ

　
ら
れ
し
を
ば
、
か
た
く
い
な
み
由
し
け
る
を
、
お
し
て
な
さ
れ

　
こ
ナ
’
り
。

　
頼
朝
が
其
の
功
業
に
拘
ら
す
、
高
位
高
官
を
秘
跡
し
た
こ
と
を

褒
め
て
居
る
。
濫
賞
の
弊
を
論
い
た
親
房
と
し
て
は
當
然
の
こ
と

で
あ
る
。
頼
朝
が
兄
弟
一
族
の
官
位
を
も
抑
へ
た
こ
と
を
賞
し
、

頼
朝
の
面
食
と
し
て
非
難
の
多
い
範
頼
・
義
纒
の
竃
違
の
如
き
を

　
　
　
　
　
第
二
十
一
巷
　
第
一
號
　
　
　
一
七
五
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源
頼
朝
に
賑
す
る
詐
論

も
、
「
お
ご
る
心
見
え
け
れ
ば
に
や
、
こ
の
爾
弟
を
も
終
ひ
ぬ
」
と

云
っ
て
、
是
認
の
態
度
を
示
し
て
贋
る
。

　
次
に
讃
卑
餓
論
三
巻
は
新
井
白
石
が
正
徳
二
年
に
將
軍
の
御
前

講
義
を
し
た
時
の
草
稿
で
あ
る
と
云
ふ
。
「
本
朝
天
下
ノ
火
勢
九

攣
シ
テ
武
家
ノ
代
ト
ナ
リ
、
武
家
ノ
代
叉
五
愛
シ
テ
當
代
二
及

ブ
」
と
論
じ
て
居
る
が
、
國
史
の
大
勢
九
点
し
て
武
家
の
代
と
な

る
と
云
ふ
は
、
足
利
奪
氏
に
至
っ
て
武
家
階
代
完
成
す
る
を
云

ひ
、
武
家
の
代
五
過
す
る
と
云
ふ
ば
、
源
頼
朝
幕
府
を
開
き
た
る

後
の
こ
と
を
云
ふ
の
で
あ
る
。
白
石
は
名
分
論
よ
り
も
政
治
の
實

構
の
推
移
に
重
心
を
置
い
て
歴
史
を
見
た
。
頼
朝
に
封
ず
る
評
論

は
次
の
如
く
だ
。

　
按
ル
ニ
頼
朝
ノ
初
志
ハ
羅
早
事
仲
行
家
声
ト
職
ノ
二
二
東
國
ヲ

　
打
随
ヘ
ソ
ノ
仙
彼
鵜
…
織
門
之
…
弊
二
乗
ジ
テ
冊
｛
ノ
醐
薄
墨
ヲ
治
メ
サ
テ
始

　
ヨ
リ
打
順
シ
蝶
々
ヲ
拗
賞
二
串
シ
請
テ
奥
ノ
秀
衡
が
奥
朋
ヲ
押

　
領
セ
シ
ヤ
ウ
ニ
テ
ァ
ラ
ム
ト
思
ヒ
シ
ニ
や
然
ル
ニ
義
出
行
家
ノ

　
事
起
リ
シ
ニ
ョ
リ
テ
雲
客
が
策
ヲ
用
ヒ
テ
守
護
地
頭
酷
臓
ヲ
帥
凪
ミ

　
テ
天
下
ヲ
併
セ
テ
客
室
ニ
セ
シ
ナ
ル
ベ
シ
又
頼
朝
政
ノ
初
二
江

　
廣
元
善
康
信
康
歯
髄
ノ
儒
士
ヲ
モ
テ
政
所
ノ
沙
汰
人
ト
セ
ラ
レ

　
　
　
　
　
第
二
十
一
川
蝉
　
　
第
一
憾
脳
　
　
　
一
七
山
ハ

シ
事
尤
心
得
ア
リ

　
此
通
り
頼
朝
は
一
身
の
野
望
を
い
だ
い
て
事
を
行
う
た
者
と
見

ら
れ
て
居
る
。
白
石
は
讃
礎
難
論
に
好
ん
で
脱
糞
正
統
記
を
引
用

し
た
け
れ
ど
も
、
巴
正
続
記
に
、
「
凡
そ
保
元
革
治
よ
り
此
か
九
世
の

簿
の
が
は
し
き
に
、
頼
朝
と
席
入
も
な
く
泰
階
と
云
も
の
な
か
ら

ま
し
か
ば
、
日
本
圃
の
入
謡
い
か
草
な
り
な
ま
し
」
と
あ
る
を
掲
ぴ

て
、
「
案
丸
正
叢
記
ノ
云
ル
所
ハ
孔
子
管
紳
が
仁
ヲ
ユ
ル
シ
給
ヒ
シ

義
ナ
ル
ベ
シ
頼
朝
ノ
ハ
ジ
二
軍
起
セ
シ
事
王
ヲ
勤
蛮
民
ヲ
救
ハ
ム

ト
ノ
心
ニ
ハ
ァ
ラ
ズ
李
氏
ノ
罪
悪
貫
盈
天
下
ノ
豪
傑
ア
ラ
ソ
ヒ
超

リ
シ
ニ
ァ
タ
リ
テ
｛
製
材
W
逃
足
終
二
其
鹿
ヲ
得
タ
リ
シ
・
也
初
丘
ハ
ヲ
起

セ
シ
ヨ
リ
義
仲
ヲ
撃
シ
ニ
及
テ
数
年
が
間
イ
マ
ダ
一
騎
ヲ
縫
　
シ
テ

西
ニ
ム
カ
ビ
雛
ヲ
周
シ
事
有
リ
シ
ト
モ
見
ヘ
ズ
カ
ツ
か
普
天
之
下

道
土
之
濱
誰
人
力
王
臣
二
言
ズ
イ
ヅ
ク
カ
王
土
ニ
ァ
ラ
ヅ
ル
頼
朝

ノ
打
撃
セ
シ
所
オ
シ
取
り
テ
領
セ
シ
所
抑
是
誰
ブ
距
ニ
シ
テ
誰
か

土
ナ
リ
シ
ゾ
ヤ
」
と
論
じ
、
頼
朝
の
動
機
を
推
度
し
て
、
名
分
に
背

反
し
た
行
動
な
る
こ
と
を
責
め
た
。
行
家
義
緯
．
の
諒
伐
も
調
れ
な

き
も
の
と
し
、
之
を
攻
盤
し
て
已
ま
す
、
義
経
に
就
い
て
は
、
「
頼

朝
ミ
ヅ
カ
ラ
朝
一
二
一
心
ア
ル
ガ
故
二
陣
ア
ル
モ
ノ
ヲ
忌
メ
ル
ナ
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リ
」
と
云
ひ
㌦
既
に
朝
臣
に
列
し
て
京
師
に
鎭
護
た
る
弟
を
餐
穀

の
下
に
襲
殺
せ
む
と
す
る
は
、
臣
た
る
も
の
の
仕
業
で
は
な
い
と

断
じ
た
。
併
し
乍
ら
、
頼
朝
が
其
の
勲
聲
に
つ
の
っ
て
朝
家
を
脅

か
し
た
こ
と
を
悪
み
つ
Σ
も
、
肝
心
の
守
護
地
頭
補
任
の
こ
と
に

至
っ
て
は
、
頼
朝
に
私
心
あ
っ
て
始
め
た
こ
と
で
は
無
い
と
す
る

こ
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
但
シ
世
ノ
頼
朝
ヲ
議
ス
ル
人
其
六
十
餓
靴
工
追
補
使
ヲ
給
リ
守

　
護
地
頭
職
ヲ
補
セ
ラ
レ
シ
コ
ト
ヲ
申
奉
ル
其
時
ニ
ァ
タ
リ
天
下

　
ノ
胤
始
テ
李
論
士
亡
ノ
鯨
類
猫
歴
々
ニ
ミ
チ
テ
重
曹
加
ル
ニ
叉

　
義
繧
行
家
ノ
事
ア
リ
ソ
ノ
代
二
守
護
地
頭
ナ
ド
置
ク
事
ノ
ナ
カ

　
ラ
マ
シ
カ
バ
天
下
ノ
鳳
止
一
瞬
ル
ベ
カ
ラ
ズ
頼
朝
初
工
此
事
ヲ

　
湊
講
シ
ア
ヘ
テ
王
家
ノ
威
ヲ
バ
ヨ
ワ
メ
自
ラ
ノ
椹
ヲ
專
ニ
セ
ム

ト
ニ
ハ
ァ
ラ
ズ
サ
レ
バ
東
永
ノ
式
目
ヲ
見
ル
ニ
其
始
二
當
時
ノ

　
守
護
地
頭
ヲ
禁
シ
ム
ル
ニ
敢
テ
鼠
毛
領
家
ノ
煩
ヲ
ナ
ス
ベ
カ
ラ

　
ズ
｝
云
事
績
條
ヲ
載
ス
工
事
ニ
ョ
リ
テ
朝
廷
の
威
日
々
に
衰
へ

　
武
家
ノ
櫻
マ
ス
く
熾
ニ
ナ
リ
シ
皆
是
適
法
ノ
後
二
弊
ヘ
シ
也

　
頼
朝
ノ
初
意
エ
ハ
非
ズ

　
此
の
評
論
は
當
を
得
て
居
る
。
併
し
概
し
て
云
へ
ば
、
白
石
の

　
　
　
　
　
源
頼
遡
に
沸
す
ろ
評
論

議
論
に
は
な
ほ
一
歩
の
工
夫
を
加
ふ
べ
き
も
の
が
あ
る
や
う
に
思

ふ
。
頼
朝
の
人
と
成
り
を
評
し
て
は
、
「
其
人
極
テ
残
怨
ノ
性
ア
リ

テ
猜
疑
ノ
心
深
ク
其
子
孫
ヲ
保
ム
コ
ト
ヲ
謀
ル
が
爲
二
親
シ
キ
兄

弟
日
族
ヲ
多
ク
殺
シ
我
妻
當
淑
三
愉
テ
其
孤
ヲ
託
シ
終
エ
ソ
レ
ガ
タ

メ
ニ
其
後
ヲ
滅
サ
レ
キ
天
心
報
慮
ア
ヤ
マ
ラ
ズ
ト
難
モ
抑
又
自
ラ

作
レ
ル
ノ
輩
也
し
と
云
へ
る
は
固
よ
り
彼
の
個
人
本
位
の
道
徳
観

よ
り
論
じ
て
然
か
あ
る
べ
き
品
評
で
あ
る
。

　
ヘ
　
　
ヘ

　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
大
日
本
史
は
個
人
に
か
け
て
國
史
を
叙
し
た
り
本
紀
に
歴
代
の

天
皇
を
現
は
し
、
列
徳
に
后
妃
、
皇
子
、
皇
女
、
諸
臣
を
録
し
て

將
軍
に
及
び
、
蔽
に
源
頼
朝
以
下
の
玉
壷
を
掲
ぴ
、
次
に
賂
軍
家

臣
を
凝
し
、
其
後
は
文
學
、
歌
入
、
孝
子
、
義
烈
、
烈
女
、
隠
逸
、

方
技
、
叛
臣
、
逆
臣
、
諸
蕃
に
及
ぶ
。
何
れ
も
参
入
の
血
統
性
格

言
行
の
叙
述
で
あ
る
。
之
を
見
る
に
叙
事
の
正
確
を
期
し
、
評
論

は
寧
ろ
之
を
避
け
て
居
る
。
源
頼
朝
が
諸
國
に
守
護
地
頭
を
置
く

こ
と
を
奏
請
し
た
こ
と
を
以
て
、
行
家
義
経
蛮
人
追
星
の
爲
で
あ

る
と
な
し
、
鴬
遷
が
諸
青
馬
追
捕
優
を
許
さ
れ
た
り
と
云
ふ
べ
き

年
に
關
し
て
、
李
家
物
語
が
文
治
元
年
と
興
せ
る
は
恐
ら
く
は
誤

で
あ
り
、
増
鏡
と
保
暦
間
記
と
に
依
り
て
建
久
元
年
と
し
な
け
れ

　
　
　
　
　
第
二
十
ド
巷
　
第
鱒
號
、
　
一
七
七
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源
頼
朝
に
弔
す
る
詐
論

拭
な
ら
ぬ
と
云
へ
る
が
如
き
は
、
今
回
融
々
此
の
二
設
と
も
私
が

先
年
中
田
李
泉
爾
敏
授
と
論
賢
し
た
問
題
に
重
し
、
卑
見
と
の
同

論
な
る
も
の
あ
る
を
嚢
淫
し
て
、
私
の
論
考
の
孤
猫
な
ら
ざ
る
を

喜
ぶ
と
共
に
、
早
く
よ
り
此
の
論
断
を
掲
げ
た
る
大
日
本
史
に
饗

し
て
敬
意
を
表
す
る
次
第
で
あ
る
。
頼
朝
の
人
物
を
叙
し
て
次
の

如
く
云
ふ
。

頼
鷲
・
人
面
大
聖
姦
。
輝
度
羅
。
謹
亮
朗
騨
蕪
記

　
沈
毅
有
二
度
量
♪
算
不
乱
剛
定
置
。
七
二
曾
畢
ラ
事
。
故
軍
無
二
敗
朗
噸
。

　
將
士
畏
服
。
然
猜
忌
響
町
恩
。
骨
肉
功
臣
多
遭
二
殺
数
而
初
頼
朝

　
先
世
有
二
戦
功
一
。
關
禽
龍
士
久
戴
一
一
源
氏
㌔
至
二
頼
朝
岬
開
二
府
干

　
鎌
倉
。
號
二
親
天
下
一
。
兵
馬
之
棲
悉
蹄
焉
。
世
構
二
鎌
倉
右
大

忌
・
。
各
・
眠
薬
・
。
諺
鎗

　
簡
に
し
て
要
を
得
て
居
る
。
食
貨
志
に
は
、
「
頼
朝
員
ノ
功
干
ノ
政
。

漸
檀
二
退
勢
。
朝
廷
不
住
能
ゾ
蓮
。
慰
書
γ
置
二
守
護
地
頭
【
。
」
と
云
ひ
、

「
頼
朝
己
定
ご
覇
業
酬
三
二
制
天
下
㌔
然
腸
示
二
恭
順
嚇
。
侮
乞
離
院
宣
も

濫
行
見
事
」
と
云
ひ
、
叉
頼
朝
興
起
の
時
の
憲
政
素
齪
の
歌
を
叙

し
て
、
「
及
二
後
鳥
羽
帝
立
一
。
法
皇
以
二
院
宣
一
號
二
令
天
下
一
。
而
其

所
二
施
爲
噛
。
大
抵
不
ノ
過
二
荘
園
慶
置
賜
事
一
。
廷
臣
亦
面
々
以
二
荘
園
一

　
　
　
　
　
第
二
十
一
巷
　
第
一
號
　
　
一
七
八

爲
三
士
。
不
ゾ
顧
二
國
難
一
。
至
“
傘
國
大
事
。
一
関
二
面
入
所
官
爲
。
」

と
云
へ
る
な
ど
、
何
れ
も
穏
健
の
筆
を
以
て
書
中
を
叙
し
て
居
る
◎

　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
頼
山
陽
の
日
本
外
史
は
武
家
時
代
史
で
あ
る
。
筆
を
源
氏
に
起

す
Q
武
家
政
治
は
源
頼
朝
に
始
ま
る
か
ら
、
李
氏
の
こ
と
は
之
を

源
氏
前
記
と
し
て
居
る
。
血
書
の
背
後
に
は
儒
墨
傳
來
の
形
而
上

學
的
史
観
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
今
之
を
論
ず
る
場
合
で
は
な
い
。

注
意
す
べ
き
は
氏
族
に
從
ふ
て
人
を
論
じ
た
こ
と
で
、
大
日
本
史

が
個
入
善
の
蓮
績
た
る
と
異
な
っ
て
、
】
個
の
創
見
あ
る
を
示
し

て
居
る
。
將
門
は
李
氏
の
出
身
だ
が
之
を
討
つ
た
者
も
李
氏
な
り

と
云
ひ
、
王
模
の
武
門
に
移
る
は
李
氏
か
ら
姶
ま
り
源
氏
に
成
る

も
、
之
を
基
と
す
る
者
は
藤
原
氏
な
り
と
云
ふ
が
如
き
は
、
日
本

外
史
の
論
調
で
あ
る
。
源
準
コ
氏
を
比
較
し
て
吹
の
如
く
評
し

た
。
而
も
實
は
振
れ
準
清
盛
と
源
頼
朝
の
比
較
論
と
見
て
よ
い
。

・
源
氏
名
毒
茸
治
二
暴
…
胤
一
、
而
熊
野
擁
二
覇
王
樺
一
。
源
李
之
罪
未
〆
易
二

　
輕
重
帆
影
。

　
民
夫
源
氏
猜
忌
。
骨
肉
相
食
。
敦
〆
與
二
李
氏
關
門
至
γ
死
不
フ
失
二

　
艶
親
一
邪
。

　
前
者
は
大
義
名
分
を
設
き
、
後
者
は
親
族
の
倫
理
を
論
ず
る
も

（ユ78）



の
。
共
に
規
範
観
念
か
ら
過
去
を
評
論
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

道
塗
の
史
學
に
は
最
も
不
向
き
な
論
述
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
日
本

外
史
の
特
色
は
實
に
這
般
の
論
陣
の
鋭
利
な
と
こ
ろ
に
在
る
。
騒

々
た
る
史
實
の
穿
難
に
捉
は
れ
て
、
人
倫
の
道
義
の
明
滅
に
心
を

寄
せ
ざ
る
が
如
き
は
、
腐
儒
の
賎
業
「
で
あ
る
と
云
ふ
位
に
考
へ
た

者
と
思
は
れ
る
。
歴
史
を
論
ず
る
に
一
箇
の
二
品
的
態
度
を
探
っ

て
居
る
。
之
を
以
て
緩
々
に
、
時
代
を
辮
ぜ
ざ
る
評
論
家
な
り
と

は
云
ぺ
ぬ
。
次
に
引
く
源
氏
正
記
の
末
文
の
如
き
は
、
彼
の
氏
族

史
観
に
大
義
名
分
論
を
盛
っ
た
甚
だ
含
蓄
あ
る
誇
論
で
あ
る
。

　
源
氏
以
・
清
和
之
冑
［
。
世
業
三
豊
王
事
。
以
華
一
転
置
朝
一
。
経
轡

　
銀
苦
。
剃
二
建
大
業
一
。
隠
逸
二
天
下
小
康
一
。
而
不
二
取
僻
鍮
一
。
恭
二

　
順
門
跡
榊
。
叉
再
傳
乃
亡
。
天
理
㌦
久
二
源
氏
之
幅
一
也
。
是
以
足

　
利
氏
Q
新
田
氏
。
皆
以
二
清
和
之
後
。
更
起
宰
二
天
下
も
而
皆

　
以
二
上
將
一
代
操
二
荒
骨
一
。
以
服
二
事
天
子
酔
。
莫
“
非
下
襲
一
一
頼
朝
之

　
政
一
者
如
則
是
頼
朝
爲
二
天
下
馬
世
一
。
創
二
不
心
得
ノ
己
之
事
一
。
以

　
立
一
一
不
ド
可
〆
瞼
之
限
脚
。
而
君
匿
之
際
。
爾
得
二
其
謀
議
也
。
　
不
〆
然
。

　
焉
三
下
葬
操
総
車
不
炉
接
二
塁
我
國
濫
立
。
錐
〆
日
下
頼
朝
有
ド
功
二
徳

　
於
天
下
一
勝
巾
其
父
組
加
可
也
。

　
　
　
　
　
源
頼
朝
に
封
ず
る
許
論

　
　
　
　
ヤ
　
も
　
ヘ
　
へ

　
最
後
に
姿
見
綱
齋
は
靖
献
遺
言
の
著
者
と
し
て
聞
へ
て
居
る
。

其
著
応
益
録
は
彼
の
講
義
の
筆
記
で
あ
る
。
上
記
の
諸
著
が
何
れ

も
史
書
で
あ
る
の
に
諾
し
て
、
之
は
政
治
論
で
あ
り
経
世
策
で
あ

る
。
其
鮎
に
於
て
甚
だ
異
な
る
の
で
あ
る
が
、
道
義
的
歴
史
論
の

最
も
激
烈
な
も
の
と
し
て
紹
介
す
る
。
綱
齋
は
支
那
史
を
引
照
し

つ
・
苗
齢
エ
氏
を
論
評
す
る
所
説
く
な
い
が
、
頼
朝
に
適
し
て
は

蝕
重
手
遇
し
い
築
諒
を
與
へ
た
。
彼
が
天
下
を
奪
っ
た
こ
と
を
悪

ん
で
次
の
如
く
雷
つ
た
。

　
天
に
ニ
ッ
の
日
な
く
、
土
に
ニ
ツ
の
王
な
し
、
普
天
の
下
王
土

　
に
薫
る
な
し
、
如
〆
此
天
子
の
正
統
、
目
出
度
都
に
あ
り
く
と

　
御
座
あ
る
に
、
頼
朝
が
世
な
ど
思
へ
る
事
、
甚
忌
べ
き
事
・
也
。
、

　
其
上
頼
朝
は
本
総
追
捕
使
に
命
ぜ
ら
れ
た
れ
ば
、
文
王
の
西
伯

　
な
ど
・
云
へ
る
も
の
に
略
似
た
り
、
頼
朝
天
子
よ
り
鐸
領
の
國

　
の
外
に
、
我
家
來
た
る
鯵
切
〆
有
事
な
し
、
籟
朝
次
第
に
天
子
の

　
礎
を
羅
み
、
天
下
を
不
売
豊
不
〆
知
天
下
の
樺
を
窃
む
や
う
に
し

　
た
る
、
学
術
詐
謀
よ
り
斯
様
に
成
は
て
、
天
下
の
諸
士
を
下
知

　
す
る
襟
に
な
り
た
る
を
、
直
に
韻
朝
が
臣
た
る
と
思
へ
る
事
、

　
さ
て
淺
猿
き
事
な
る
に
、
云
々

　
　
　
　
　
第
二
十
一
谷
　
第
一
號
　
　
一
七
九
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源
頼
朝
に
観
す
る
評
論

　
右
は
熊
澤
蕃
山
の
集
義
和
書
の
一
節
を
批
判
し
て
述
べ
た
も
の

で
あ
る
。
頼
朝
の
入
物
に
就
い
て
は
、
「
頼
朝
程
雄
略
の
名
四
は
少

な
う
も
て
、
残
忍
荒
刻
又
類
な
き
愚
將
な
り
」
と
評
し
た
。
骨
肉

兄
弟
を
脅
か
し
殺
し
、
妻
に
惑
う
て
北
條
一
家
の
者
に
後
に
託
れ

た
る
を
飼
猫
に
魚
を
奪
は
れ
た
る
に
比
較
し
て
嘲
笑
し
て
居
る
。

綱
齋
の
槻
る
と
こ
ろ
で
は
頼
朝
は
李
清
盛
と
同
様
に
大
義
名
分
を

忘
れ
、
政
構
を
奪
う
た
葬
入
で
あ
る
。

　
頼
朝
に
益
す
る
墨
入
の
評
論
は
、
右
の
紹
介
に
依
っ
て
知
ら
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

る
通
り
、
大
言
二
等
に
分
れ
て
居
る
。
政
治
的
見
地
に
立
っ
て
評

す
る
と
、
彼
が
野
離
を
比
定
し
た
こ
と
は
圃
よ
り
、
朝
廷
に
恭
順

の
意
を
表
し
つ
工
時
代
の
趨
勢
に
順
識
し
た
新
政
艦
を
建
て
九
こ

老
が
、
史
家
の
賞
讃
す
ゐ
所
と
な
っ
て
居
る
。
紳
皇
正
統
記
及
び

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ

矯
本
外
史
の
論
は
之
で
あ
る
。
道
徳
的
見
地
に
立
っ
て
評
す
る
と
、

朝
廷
に
関
し
て
私
心
を
い
だ
き
、
大
義
名
分
に
反
し
、
骨
肉
兄
弟

を
討
ち
亡
ぼ
し
た
入
物
で
あ
る
と
観
ら
れ
る
。
讃
史
言
論
及
び
識

量
録
の
評
は
之
に
掬
す
る
。
愚
管
抄
は
正
邪
の
見
地
よ
の
批
判
し

て
居
る
と
は
云
へ
、
佛
敏
哲
理
的
な
立
場
か
ら
↓
顯
の
道
理
と
し

て
は
頼
朝
は
正
道
を
行
っ
た
も
の
だ
乏
酷
し
て
居
る
。
道
徳
的
見

　
　
　
　
　
第
ニ
や
一
巻
第
一
號
　

一
八
○

地
に
立
つ
批
判
と
は
異
な
る
も
の
が
あ
る
。
注
意
す
べ
き
は
、
時

代
が
蓮
ざ
か
る
に
從
う
て
彼
が
悪
評
を
蒙
っ
た
こ
と
で
あ
る
ゆ

慈
心
に
よ
っ
て
好
評
を
受
け
た
の
は
之
を
異
と
す
る
に
足
ら
ぬ

が
、
親
房
の
時
代
で
も
武
家
政
治
の
歴
史
的
慣
値
は
認
め
ら
れ
て

み
た
か
ら
、
頼
朝
の
功
業
は
之
を
認
め
な
い
わ
け
に
は
行
か
な
か

っ
た
。
然
る
に
徳
川
時
代
に
な
る
と
儒
學
が
復
興
し
て
歴
史
論
に

於
て
も
大
義
名
分
を
正
す
や
う
に
な
る
か
ら
、
武
家
政
治
の
行
は

れ
た
時
代
で
あ
る
に
拘
ら
す
、
頼
朝
の
覇
業
に
賛
同
し
な
く
な
っ

た
や
徳
川
時
代
で
も
代
が
下
る
程
大
義
名
分
を
叫
ぶ
聲
が
高
く
な

る
か
ら
、
頼
朝
に
還
す
る
悪
評
の
度
が
響
く
な
る
。
併
し
さ
す
が

に
歴
史
家
は
大
義
名
分
を
正
す
こ
と
・
、
頼
朝
の
攻
治
的
功
業
と

を
併
せ
て
考
へ
ろ
の
で
あ
る
が
、
淺
見
綱
齋
の
如
き
慷
慨
激
烈
の

氣
を
員
ふ
道
義
の
士
に
至
る
と
、
偏
に
名
分
論
に
基
い
て
之
を
罪

入
と
噺
す
る
に
至
っ
た
。
骨
肉
兄
弟
を
討
つ
た
こ
と
に
就
い
て

も
、
之
を
政
治
的
見
地
に
よ
っ
て
評
す
る
と
、
道
徳
的
見
地
か
ら

評
す
る
と
に
依
っ
て
大
差
を
生
す
る
。
徳
川
時
代
の
墨
者
は
皆
頼

朝
を
以
て
残
忽
冷
酷
の
人
物
と
評
す
る
が
、
北
畠
親
房
は
頼
朝
が

人
の
矯
り
を
制
要
す
る
嬬
の
七
分
で
あ
っ
た
と
も
て
、
之
を
是
認

（1so）



す
る
の
態
度
を
探
っ
た
。
概
し
て
之
を
評
す
れ
ば
、
北
畠
親
房
は

最
も
よ
く
源
頼
朝
の
時
代
を
理
解
し
、
政
治
家
源
頼
朝
の
下
値
を

認
識
し
て
居
る
と
謂
は
ざ
る
を
得
な
い
。

　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ
　
も
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ
　
も
　
あ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ

　
、
現
代
の
史
家
の
見
地
か
ら
頼
朝
を
評
す
れ
ば
諾
う
で
あ
る
か
。

も
　
ヘ
　
へ
　
も
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ
　
も
　
ヘ
　
ヘ
　
へ
　
も
　
ヘ
　
へ

上
記
の
諸
家
と
は
違
っ
た
見
解
を
立
て
得
る
か
。
　
一
概
に
現
代
の

史
家
と
云
っ
て
も
，
史
家
に
從
う
て
史
槻
は
異
な
ら
う
け
れ
ど
も
、

上
記
の
詳
論
と
異
な
っ
た
新
た
な
る
見
識
を
以
て
、
評
論
を
爲
し

滅
べ
き
こ
と
は
疑
が
な
い
。
第
一
今
口
の
者
が
古
人
と
同
襟
に
主

観
的
見
地
に
立
っ
て
頼
朝
を
評
す
る
と
し
て
も
異
論
を
生
す
る
。

何
と
な
れ
ば
我
等
は
政
治
観
や
倫
理
観
に
於
て
、
古
人
と
は
ち
が

っ
た
も
の
を
有
っ
て
居
る
。
批
判
の
標
，
準
が
均
し
く
政
治
的
だ
、

倫
理
的
だ
と
云
っ
て
も
昔
と
同
一
で
あ
り
得
な
い
。
第
二
に
我
等

は
古
人
と
異
な
り
無
く
世
界
史
を
知
っ
て
居
る
。
正
確
に
云
へ
ば

古
人
の
見
九
世
界
で
あ
る
東
洋
を
以
て
世
界
と
せ
す
、
東
西
繭
洋

を
列
ね
て
世
界
．
史
を
見
る
に
至
っ
て
居
る
。
愚
管
抄
以
下
の
諸
家

が
支
那
史
に
比
較
し
て
論
じ
た
所
な
ど
を
、
我
等
は
歓
洲
の
中
世

史
な
ど
に
當
て
Σ
考
へ
て
見
る
や
う
に
な
っ
て
居
る
。
第
三
に
我

等
は
歴
史
と
云
ふ
も
の
に
封
ず
る
認
識
を
醇
化
す
る
の
み
な
ら

　
　
　
　
　
源
顧
朝
起
欝
す
る
欝
血

す
、
其
の
研
究
方
法
を
洗
練
し
て
、
歴
史
的
に
償
値
あ
る
も
の
を

吟
味
す
る
眼
識
を
三
つ
や
う
に
な
っ
た
。
古
人
の
隠
々
に
発
が
れ

ざ
る
形
而
上
學
的
槻
方
は
、
現
代
史
家
の
警
戒
す
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。
二
面
の
好
個
を
知
ら
う
と
す
る
態
度
は
、
規
範
的
な
も
の
を

標
準
に
し
て
時
代
や
人
物
を
論
ず
る
こ
と
Σ
は
匠
別
さ
れ
ね
ば
な

ら
ぬ
こ
と
を
知
っ
て
居
る
。
殊
に
歴
史
の
構
造
を
分
析
し
て
考
へ
、

綜
合
し
て
判
慰
す
る
寳
談
科
學
的
な
研
究
方
法
に
於
て
は
、
文
化

科
墨
の
諸
部
門
の
獲
達
し
た
智
識
を
利
用
す
る
こ
と
に
依
っ
て
、

素
晴
ら
し
い
進
歩
を
急
げ
る
や
う
に
な
っ
て
居
る
。
其
故
に
現
代

の
史
家
其
他
一
般
に
人
物
評
論
家
は
、
源
頼
朝
に
齢
し
て
は
古
人

の
所
見
と
は
断
然
新
た
な
る
評
論
を
早
し
喜
べ
き
で
あ
る
。
古
人

に
追
随
す
る
の
要
あ
る
を
見
な
い
。
否
、
古
人
に
追
随
す
る
こ
と

を
軽
し
得
な
い
。
之
は
個
，
よ
り
源
頼
朝
に
就
い
て
云
ひ
得
る
の
み

の
こ
と
で
は
な
い
。

　
さ
て
…
雫
家
政
礎
を
專
ら
に
し
て
一
世
の
否
難
を
凄
く
る
や
、
之

に
抗
し
得
べ
き
も
の
は
源
氏
で
あ
っ
た
。
以
仁
王
も
諸
國
の
源
氏

を
催
ふ
し
て
李
家
を
罰
つ
の
策
に
出
ら
れ
た
。
頼
山
陽
の
氏
族
史

槻
の
如
き
も
の
が
離
々
其
鮎
で
許
さ
れ
る
。
然
る
に
氏
族
に
あ
っ

　
　
　
　
　
第
二
十
一
巻
　
第
一
號
　
　
　
一
八
｝
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源
頼
朝
に
謝
す
る
詐
鞭

て
は
族
長
の
模
威
が
縄
錫
的
で
あ
っ
た
。
族
長
に
其
人
を
得
る
と

否
と
は
、
氏
族
の
盛
衰
に
關
は
る
所
が
大
で
あ
る
。
源
氏
再
興
の

際
に
繋
り
源
頼
朝
の
如
き
入
物
が
あ
っ
て
、
之
が
源
氏
の
嫡
流
と

し
て
重
任
を
帯
ぶ
る
に
至
つ
九
と
云
ふ
こ
と
は
、
源
氏
の
隆
昌
の

爲
に
何
た
る
軽
忽
で
あ
っ
た
か
。
大
日
本
史
は
「
頼
朝
沈
毅
に
し

て
度
量
あ
り
。
算
前
に
定
ま
ら
す
し
て
、
未
だ
嘗
て
事
を
摩
け
す
。

故
に
軍
機
朗
な
く
將
士
畏
服
す
」
と
云
っ
て
居
る
が
、
私
は
彼
を

戦
略
に
長
じ
た
武
特
と
見
る
よ
り
も
、
卓
越
し
た
政
治
家
で
あ
っ

た
と
思
ふ
。
彼
が
國
史
上
に
演
じ
た
大
き
な
役
割
は
、
武
家
政
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ

の
開
始
と
云
ふ
政
治
的
役
割
で
あ
る
。
政
治
家
と
し
て
の
頼
朝
を

恥
か
ひ
ど
掛
、
樹
勢
⑫
訥
か
か
⑪
険
墜
0
み
い
か
掛
加
ひ
か
ρ
頼

朝
が
猜
忌
心
が
深
か
っ
た
の
は
事
實
で
あ
ら
う
。
併
し
弟
義
纏
．
範

頼
に
鉗
す
る
慮
分
を
評
す
る
に
、
此
の
性
絡
に
蹄
し
て
了
ふ
の
は

歴
史
的
入
物
を
観
る
の
道
を
誤
っ
た
も
の
で
あ
る
。
頼
朝
の
政
治

家
的
手
腕
と
行
動
を
標
準
と
し
て
論
ず
べ
き
で
あ
る
。
頼
朝
の
氏

族
的
位
置
の
如
き
も
そ
れ
で
あ
る
。
頼
朝
を
し
て
か
の
大
業
を
成

さ
し
め
た
の
に
就
い
て
は
、
成
程
大
日
本
史
の
雷
の
如
く
、
「
頼
朝

の
先
世
に
戦
功
が
有
っ
て
、
閣
東
の
將
士
が
久
し
く
源
氏
を
旧
い

　
　
　
　
　
第
二
十
一
巻
第
　
號
　
　
一
入
二

た
し
．
差
に
依
る
所
が
多
い
。
又
日
本
外
史
の
設
の
如
く
、
源
氏

清
和
の
冑
を
以
て
世
々
王
事
に
勤
馨
し
、
以
て
頼
朝
に
至
っ
た
こ

と
を
認
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。
併
し
左
嫌
な
こ
と
で
頼
朝
の
歴
史
的
償

値
の
全
部
を
判
断
し
得
る
も
の
で
は
な
い
。

　
頼
朝
の
歴
史
的
愚
筆
を
政
治
家
頼
朝
に
置
か
ざ
る
を
得
な
い
の

は
、
彼
が
演
じ
た
歴
史
朗
役
割
が
猫
得
の
も
の
を
有
っ
て
み
る
か

ら
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
猫
．
得
な
役
割
を
何
に
於
て
有
ち
、
、
其
れ

を
如
何
に
果
し
た
か
を
見
る
こ
と
に
於
て
頼
朝
の
評
僧
が
成
砂
立

つ
。
私
が
赫
皇
正
統
記
の
頼
朝
論
に
敬
意
を
表
せ
ざ
る
を
得
ざ
る

所
以
は
適
職
に
在
る
。
院
政
起
っ
て
以
來
政
治
の
観
れ
た
有
様
は

甚
だ
し
い
。
頼
朝
や
泰
時
の
如
き
入
物
が
猷
な
か
っ
た
ら
、
日
本
國

の
入
民
は
如
何
に
な
っ
た
か
知
れ
ぬ
と
云
ふ
親
房
の
槻
察
に
は
、

成
程
新
井
白
石
の
冨
の
通
り
に
、
孔
子
が
「
管
仲
微
り
せ
ば
」
と

云
っ
た
心
労
と
相
似
た
も
の
が
あ
る
で
あ
ら
う
が
、
口
遊
歴
史
の

獲
展
に
於
て
占
む
る
頼
朝
の
動
か
す
可
か
ら
ざ
る
悪
難
は
、
親
房

の
此
雷
に
よ
っ
て
正
當
に
理
解
さ
れ
て
居
る
。

　
彼
が
行
う
た
事
業
の
最
も
翻
期
的
な
も
の
は
守
護
地
頭
爾
職
の

補
任
で
あ
る
。
彼
は
此
の
補
任
を
奏
請
し
て
勅
許
を
得
、
勅
許
に

（182）



基
い
て
灌
門
勢
家
の
所
領
を
論
ぜ
す
凡
て
の
庄
園
公
領
に
、
頼
朝

の
御
家
人
を
守
護
や
地
頭
と
し
て
補
任
し
得
る
の
特
模
を
得
た
。

事
實
土
秘
事
は
初
め
義
経
行
家
銅
人
の
追
描
の
爲
に
勅
許
せ
ら

れ
、
地
頭
の
補
任
は
初
め
局
限
し
た
愚
心
を
出
で
な
か
っ
た
と
は

云
へ
、
之
は
當
時
の
政
治
的
芋
茎
に
よ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
時
代

は
此
の
勅
許
の
時
を
界
と
し
て
、
王
朝
時
代
か
ら
武
家
時
代
に
入

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

っ
た
。
庄
園
時
代
か
ら
封
建
時
代
に
入
っ
た
。
　
「
臼
の
前
後
を
持

て
政
治
や
墨
継
が
一
憂
し
た
の
で
な
い
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
が
、

一
日
の
前
後
は
歴
史
の
大
き
な
移
り
掌
り
の
境
界
線
の
前
後
で
あ

っ
た
。
　
一
度
び
越
ゆ
れ
ば
後
戻
り
の
出
番
な
い
大
き
な
時
代
の
飛

び
越
え
が
此
時
に
爲
さ
れ
た
。
而
も
頼
朝
は
此
の
時
代
的
飛
び
越

え
を
意
識
し
て
飛
躍
し
た
人
物
で
あ
る
。
．
顧
朝
は
此
時
の
奏
請
に

細
し
て
、
文
治
元
年
十
二
月
六
日
右
大
臣
藤
原
兼
實
に
書
を
迭
つ

た
が
、
其
文
の
末
に
言
っ
た
。

　
今
度
天
下
草
創
也
。
尤
可
ノ
被
〆
究
二
行
淵
源
齢
候
。
殊
宣
下
令
二
申

　
沙
汰
・
給
毒
也
。
天
之
所
γ
令
レ
奉
レ
與
也
。
全
面
レ
可
〆
無
二
後
案
｝

　
候
。

要
言
の
如
何
に
大
に
し
て
自
信
に
満
ち
た
る
か
を
見
よ
。
彼
に

　
　
　
　
　
源
頼
朝
に
聾
す
る
騨
論

は
天
下
草
創
の
確
信
が
あ
っ
た
。
「
算
前
に
定
ま
ら
す
し
て
、
未

だ
嘗
て
事
を
畢
け
ざ
る
」
頼
朝
が
、
深
酷
に
時
代
を
洞
観
し
て
み

た
こ
と
は
疑
・
勘
こ
と
を
要
せ
ぬ
Q
時
代
の
進
行
が
彼
を
騙
っ
て
薙

に
至
ら
し
め
た
。
併
し
其
事
は
時
代
の
流
れ
に
動
か
さ
れ
て
、
知

ら
す
知
ら
す
さ
う
な
っ
た
と
云
ふ
が
如
き
も
の
で
は
な
い
。
淺
見

綱
齋
が
「
頼
朝
次
第
に
天
子
の
権
を
羅
み
、
天
下
を
不
〆
麗
不
〆
知

天
下
の
椎
を
窃
む
や
う
に
し
た
る
、
諮
術
詐
謀
」
と
云
へ
る
こ
と

は
、
頼
朝
が
天
下
を
奪
ふ
悪
意
あ
り
て
、
詐
術
を
弄
し
、
寒
々
其
の
計

叢
を
實
現
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
ら
う
が
、
天
下
を
奪
ふ

と
云
ふ
の
は
結
果
に
依
っ
て
動
機
を
判
断
し
、
之
を
悪
意
に
解
す

る
こ
と
山
皮
を
過
w
き
た
り
と
諏
考
へ
ざ
る
を
得
な
い
。
義
経
行
家
爾
人

の
追
捕
に
口
實
を
籍
っ
て
守
護
地
頭
を
補
任
し
、
後
添
を
永
久
化

す
る
と
云
ふ
が
如
き
手
段
は
、
彼
の
他
の
方
薗
の
政
治
的
行
動
と

合
せ
考
ふ
る
と
き
、
一
個
の
技
衛
を
用
ひ
た
鮎
が
無
い
と
は
云
へ

な
い
と
思
ふ
け
れ
ど
も
、
大
江
廣
元
の
補
佐
を
受
け
た
頼
朝
の
見

識
は
此
の
奏
請
を
以
て
翠
色
肚
會
の
緊
要
事
と
考
へ
た
の
に
相
違

な
く
、
新
井
白
石
が
頼
朝
自
ら
朝
に
二
心
あ
り
と
断
じ
た
こ
と
の

當
否
は
遽
か
に
応
じ
難
し
と
し
て
も
、
白
石
が
頼
朝
の
奏
請
を
以

　
　
　
　
　
第
二
十
一
谷
　
第
一
號
　
　
一
入
三
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涯
頼
朝
に
封
ず
み
詳
論

て
「
敢
て
王
家
の
威
を
弱
め
霞
ら
の
模
を
專
に
せ
む
と
に
は
非
す
」

と
噺
漏
し
た
こ
と
は
正
鵠
を
得
た
評
論
で
あ
る
。

　
あ
　
へ
　
も
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ
　
も
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
へ
　
も
　
ヘ
　
ヘ
　
へ

　
源
頼
朝
は
｝
掴
の
時
代
観
を
有
っ
て
み
た
。
其
事
は
彼
が
常
に

ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
ヘ
　
へ
　
　
た
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

道
理
を
口
に
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
明
白
で
あ
る
。
　
一
定
の
時
代
槻

な
く
し
て
道
理
の
存
在
を
カ
つ
よ
く
主
張
す
る
こ
と
は
嵐
來
な

い
。
政
治
家
と
し
て
の
彼
の
行
動
を
批
判
す
る
に
當
っ
て
は
、
彼

の
云
ふ
道
理
の
認
識
を
標
準
に
し
て
考
へ
る
が
よ
い
。
頼
朝
は
合

理
的
に
判
断
す
る
こ
と
を
忘
れ
な
か
っ
た
人
物
で
あ
る
。
此
鮎
は

彼
の
著
し
い
長
所
で
あ
り
特
色
で
あ
る
。
貞
永
式
目
に
よ
る
と
灰

領
の
知
行
樺
の
清
滅
峙
数
が
不
知
行
後
二
十
年
足
し
て
獲
生
す
る

と
云
ふ
制
度
は
㍉
源
頼
朝
に
始
ま
っ
た
と
云
ふ
が
、
恐
ら
く
其
通

り
信
じ
て
よ
い
で
あ
ら
う
。
，
貞
永
式
目
に
右
大
將
家
御
時
の
例
と

忘
す
る
も
の
が
、
凡
て
頼
朝
の
決
定
に
基
く
と
は
云
へ
な
い
に
し

て
も
、
頼
朝
が
立
法
的
才
幹
あ
る
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
現
存

せ
る
彼
の
漫
歌
や
、
彼
の
翌
春
の
業
績
な
ど
を
見
て
之
を
噺
減
し

得
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
規
範
が
法
文
や
慣
例
に
な
い
と
き
は
條
理

を
以
て
之
を
補
ふ
の
が
、
法
律
適
用
の
原
則
で
あ
る
こ
と
は
、
叢

に
云
ふ
迄
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
保
元
意
訳
爾
鍬
以
後
法
文
と
先

　
　
　
　
　
第
二
十
一
巷
策
一
號
　

一
八
四

例
は
無
視
せ
ら
れ
、
世
は
お
の
つ
か
ら
憂
革
期
の
前
庭
に
歩
を
入

れ
た
。
そ
こ
で
道
理
を
口
に
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る

が
、
何
を
以
て
道
理
と
す
べ
き
か
。
國
民
が
賢
明
な
る
政
治
家
の

指
導
を
書
く
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
の
は
、
斯
襟
な
時
期
に
於
て

黛
あ
る
。
此
時
に
當
っ
て
源
氏
の
棟
梁
で
あ
る
源
頼
朝
が
國
齪
を

気
態
し
、
道
理
に
從
う
て
行
動
す
る
の
態
度
を
と
っ
た
こ
と
は
、

廣
く
日
本
人
に
と
っ
て
幸
幅
な
こ
と
で
あ
っ
た
と
云
へ
る
Q

　
沸
皇
正
統
記
は
源
縮
…
朝
と
北
條
六
時
と
の
功
業
を
賞
し
た
が
、

私
は
彼
等
に
賞
す
べ
き
所
あ
り
と
せ
ば
、
蓮
理
に
封
ず
る
服
從
の

精
瀞
を
持
っ
て
る
た
鮎
に
在
る
と
思
ふ
。
實
に
泰
時
の
如
き
も
深

く
道
理
を
心
得
た
政
治
家
で
あ
っ
た
。
貞
永
式
目
が
其
の
産
物
で

あ
っ
た
こ
と
は
、
之
を
進
守
す
る
こ
と
を
誓
ふ
た
評
定
衆
の
起
講

文
が
道
理
の
語
を
以
て
満
さ
れ
て
居
る
の
を
見
て
明
か
で
あ
み
。

今
日
の
法
律
家
で
も
此
の
起
貫
文
を
談
む
な
ら
ば
壁
え
す
襟
を
正

さ
黛
る
を
得
な
い
で
あ
ら
う
。
慈
圓
が
愚
管
抄
を
書
い
た
の
は
承

久
役
の
最
中
で
あ
っ
た
。
彼
は
今
は
道
理
な
き
世
だ
と
云
っ
て
居

る
が
、
頼
朝
に
謝
し
て
は
顯
の
道
理
を
心
得
た
入
物
と
見
て
居

る
。
慈
圓
の
云
ふ
顯
の
道
理
と
頼
朝
の
ロ
に
し
た
道
理
ど
は
概
念

（．　184　）



に
於
て
相
通
す
る
。
頼
朝
を
見
て
世
の
道
理
を
心
得
て
動
き
、
顯
の

道
理
に
合
致
し
て
業
を
成
し
た
者
と
訴
す
る
の
は
正
射
で
あ
る
Q

ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ
　
も
　
ヘ
　
ヘ
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ
　
　
も
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ

頼
朝
の
殖
理
観
に
於
て
最
も
推
服
す
べ
き
所
は
、
彼
が
道
理
の
命

ぶ
か
や
、
減
い
御
ぞ
、
跡
蜘
分
繋
審
い
燈
趣
ひ
か
肺
い
袖
か

ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

と
思
ふ
。
治
承
六
年
二
月
八
日
彼
が
伊
勢
大
紳
宮
に
奉
っ
た
李
家

三
国
の
御
願
書
に
、
李
家
で
も
源
氏
で
も
不
義
を
罰
し
忠
臣
を
賞

し
給
へ
と
云
っ
た
。
其
條
次
の
如
く
で
あ
る
。

　
方
今
無
芸
無
事
仁
燧
参
盗
天
、
防
朝
敵
天
、
世
務
芝
垣
元
｝
院
仁
奉

　
任
天
、
笹
葺
卜
書
愁
耀
令
訪
、
即
事
滋
如
在
仁
奉
崇
天
、
正
法
乃
遽

　
風
蓮
令
衡
牟
、
縦
錐
李
家
毛
難
源
氏
毛
、
不
義
豊
山
罰
志
、
忠
臣
濯
波

　
賞
志
賜
倍
、

　
此
の
願
文
は
頼
朝
の
學
兵
の
精
紳
が
公
事
に
在
っ
て
私
心
無
き

こ
と
を
誓
召
し
た
も
の
で
あ
る
。
併
し
結
果
に
於
て
は
國
政
は
元

の
如
く
朝
廷
に
還
る
と
云
ふ
こ
と
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。
其
鮎
軌

廷
の
御
期
待
に
反
し
た
所
の
あ
る
こ
と
は
、
恭
謙
正
統
記
に
、
「
か

く
て
李
氏
滅
亡
し
て
し
か
ば
、
天
下
も
と
の
ご
と
く
、
君
の
御
ま

ま
な
る
べ
き
か
と
お
ぼ
え
し
に
、
頼
朝
勲
功
誠
に
た
め
し
な
か
り

け
れ
ば
、
、
窟
ら
も
模
を
恣
に
す
。
君
も
ま
た
う
ち
任
せ
ら
れ
け
れ

　
　
　
　
　
源
頼
朝
に
封
ず
ろ
評
論

ば
、
王
家
の
樺
は
い
よ
ノ
＼
衰
へ
に
き
。
諸
書
に
守
護
を
お
き
て
、

國
蜀
の
威
を
お
さ
へ
し
か
ば
、
吏
務
と
い
ふ
こ
と
名
ば
か
り
に
な

り
ぬ
。
あ
ら
ゆ
る
蕪
園
郷
保
に
地
頭
を
辞
せ
し
か
ば
、
本
所
は
な

き
が
如
く
に
な
れ
り
き
。
し
と
云
へ
る
も
の
よ
く
之
を
語
っ
て
居

る
。
頼
朝
の
願
文
と
結
果
と
の
矛
盾
は
、
新
井
白
石
を
し
て
「
頼

朝
ミ
ヅ
カ
ラ
朝
日
二
一
心
ア
ル
ガ
故
二
朝
二
志
ア
ル
モ
ノ
ヲ
忌
ム
」

と
云
ふ
評
論
を
な
さ
し
め
た
。
瞬
よ
り
之
に
｝
面
の
眞
理
あ
る
こ

と
を
思
は
ざ
る
を
得
な
い
が
、
併
し
政
治
論
と
し
て
云
へ
ば
、
私
は

之
を
以
て
頼
朝
の
篠
入
的
意
志
を
責
め
す
ぎ
た
見
解
だ
と
思
ふ
。

白
石
は
立
派
な
史
家
で
は
あ
る
が
彼
の
時
代
の
心
を
以
て
頼
朝

を
見
る
傾
向
を
免
れ
ぬ
。
徳
川
期
の
太
李
の
世
の
道
徳
家
の
心
理

を
以
て
、
日
本
未
愈
有
の
憂
革
期
の
政
治
家
の
心
理
を
論
じ
て
を

る
。
頼
朝
は
公
武
爾
攻
の
愛
革
期
の
眞
只
中
に
居
る
。
そ
し
て
攣

二
期
の
歌
劇
は
虚
位
経
濟
の
動
き
で
決
定
さ
れ
て
居
る
。
砒
會
史

と
政
治
史
の
趨
く
方
向
が
殆
ん
ど
必
然
的
に
進
み
つ
・
あ
る
。
如

何
な
る
肝
入
も
之
に
抗
す
る
こ
と
は
出
來
ぬ
。
偉
人
の
偉
人
た
る

所
以
は
此
流
を
自
墾
し
て
、
其
の
赴
く
べ
き
方
向
を
正
し
、
蘭
代

よ
り
一
層
高
く
寒
々
し
た
時
代
に
進
ま
し
め
る
歴
中
、
的
役
割
を
果

　
　
　
　
　
第
二
十
　
巷
　
第
｝
號
　
　
一
八
五
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源
頼
朝
に
醤
す
る
評
論

す
と
こ
ろ
に
在
る
。
而
も
我
國
の
如
く
國
農
の
規
範
嚴
と
し
て
存

す
る
と
こ
ろ
に
在
っ
て
は
、
之
に
基
い
て
正
し
き
攣
革
を
燧
け
し

め
る
者
が
偉
人
た
る
に
値
ひ
す
る
。
頼
朝
の
時
勢
を
見
る
に
之
を

輩
純
に
李
常
時
の
論
理
を
以
て
燃
し
去
り
難
い
も
の
が
在
る
。
私

は
頼
朝
を
決
し
て
純
忠
の
人
物
で
あ
っ
た
と
は
思
は
ぬ
。
か
國
艦
を

辮
へ
な
か
っ
た
入
物
だ
と
も
思
は
ぬ
。
而
し
て
時
勢
の
推
移
が
彼

を
し
て
武
家
政
治
の
創
建
者
た
ら
し
め
た
。
正
統
記
の
頼
朝
論
は

此
鮎
に
於
て
管
見
に
｝
致
す
る
と
思
ふ
。

　
頼
朝
の
出
た
時
代
を
見
る
と
、
朝
廷
の
政
治
は
院
政
と
い
ふ
攣

態
の
形
式
の
も
の
で
あ
る
。
藤
原
氏
は
衰
へ
た
る
も
潜
勢
力
を
失

は
す
○
源
準
二
氏
は
宿
年
の
仇
敵
の
姿
で
あ
る
。
此
の
情
勢
は
當

然
の
結
果
と
し
て
政
信
濃
統
…
の
歌
態
を
誘
致
し
て
居
た
。
庄
園

制
度
が
地
方
を
分
割
し
て
、
之
を
院
宮
寺
滑
樺
門
勢
家
の
領
圭
椹

の
下
に
立
た
し
め
て
ゐ
九
こ
と
は
、
更
に
言
ふ
を
激
た
ぬ
。
控
意

す
べ
き
は
南
条
の
庄
園
に
下
司
た
り
地
頭
た
る
豪
族
武
士
の
輩

が
、
根
本
私
領
の
領
主
で
あ
り
乍
ら
、
本
家
領
家
の
下
に
庄
宮
と

な
り
つ
實
橿
を
領
内
に
振
ふ
て
る
た
こ
と
で
あ
る
。
此
等
の
豪
族

武
士
の
叢
が
田
園
を
守
っ
て
み
た
時
代
は
ま
だ
よ
か
っ
た
。
保
元

　
　
　
　
　
第
ご
十
｝
巻
　
第
一
騰
脳
　
　
　
一
八
六

の
翫
以
來
彼
等
が
京
都
に
上
っ
て
朝
廷
や
本
所
や
主
需
の
爲
に
相

戦
ふ
に
及
ん
で
、
彼
等
は
御
し
難
い
新
勢
力
と
な
っ
た
。
何
と
な

れ
ば
彼
等
は
此
庭
に
京
都
の
内
情
の
如
何
な
る
も
の
な
る
か
を
見

た
。
そ
し
て
國
家
の
機
構
の
意
外
に
弱
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知

っ
た
。
其
の
結
果
、
戦
場
に
圭
君
に
仕
へ
て
は
恩
賞
に
與
か
る
こ

と
を
豫
期
し
、
郷
里
に
在
っ
て
は
本
家
領
家
の
貢
租
を
柳
べ
る
こ

と
を
恐
れ
な
い
や
う
に
な
っ
た
。
頼
朝
の
出
た
時
代
の
政
治
と
肚

會
と
の
歌
態
此
く
の
如
き
も
の
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
政
治
家
頼
朝

の
歴
史
的
位
置
と
歴
史
的
橿
値
と
を
判
断
す
る
と
も
、
其
れ
は
到

底
正
鵠
を
得
難
い
。

古
ル
外
綬
軸
論
⑪
カ
か
か
蜘
階
脚
、
馬
鞭
紛
か
脚
治
分
三
三
ど

へ
　
　
ゆ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
し
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も

氏
族
骨
肉
の
情
線
と
に
重
き
を
置
い
て
、
田
間
に
群
起
し
て
居
る

ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
り
　
　
う
　
　
ら
　
　
ヵ
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
あ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

新
興
勢
力
の
急
速
度
の
躍
進
を
忘
れ
て
居
る
と
こ
ろ
に
在
る
。
朝

廷
の
尊
嚴
は
偏
に
仰
ぐ
可
く
し
て
干
犯
す
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
勿
論

な
る
も
、
土
製
鎭
定
の
任
に
當
つ
た
武
士
の
落
勢
は
之
を
賞
せ
ざ

る
を
得
な
い
。
氏
族
の
．
骨
肉
の
情
縁
は
甚
だ
切
實
な
る
も
の
あ
る

べ
き
も
、
武
士
の
孤
老
に
点
し
て
は
之
を
統
御
す
る
の
政
策
な
か

る
可
か
ら
す
。
李
家
邉
討
の
業
成
っ
て
頼
朝
た
る
者
考
へ
ざ
る
を
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得
な
か
っ
た
Q
此
時
に
駆
り
大
江
蝿
捕
の
建
言
を
容
れ
て
守
護
地

頭
補
任
の
勅
許
を
湊
請
す
る
に
過
つ
九
の
は
最
も
策
を
得
た
る
も

の
で
あ
っ
た
と
思
ふ
。
彼
は
同
時
に
朝
政
改
革
の
建
議
を
行
う
て

居
る
。
朝
政
は
朝
政
と
し
て
御
振
興
あ
ら
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
望
む

だ
。
頼
朝
の
御
家
人
と
難
も
勅
命
を
奉
ぜ
ぬ
者
に
鋤
し
て
は
、
法

に
任
せ
て
制
裁
を
承
は
ら
ん
と
は
、
彼
の
屡
々
口
に
す
る
と
こ
ろ

で
あ
っ
た
。
道
理
は
之
を
正
し
て
居
る
。
名
分
は
之
を
忘
れ
て
み

な
い
。
其
故
に
之
を
時
勢
に
合
せ
て
論
ず
る
と
、
大
椹
を
奪
ひ
た

る
も
の
と
断
定
す
る
こ
と
は
云
へ
ぬ
。
淺
見
綱
齋
の
論
が
愈
王
の

赤
誠
に
出
で
・
み
る
こ
と
に
は
多
大
の
敬
意
を
表
す
べ
き
も
、

ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ
　
も
　
へ

史
論
と
し
て
は
安
當
を
訣
く
と
こ
ろ
無
し
と
せ
ぬ
。

　
頼
朝
の
歴
史
的
位
置
は
氏
族
骨
肉
の
情
縁
の
み
を
以
て
論
じ
去

り
難
い
も
の
が
あ
る
。
彼
は
…
李
家
の
一
族
の
門
閥
に
努
め
た
。
李

家
を
し
て
五
家
ノ
蕪
の
如
き
山
中
に
蓮
住
し
て
永
く
出
つ
る
こ
と

を
得
ざ
ら
し
め
た
程
の
弾
歴
振
り
に
撮
し
て
・
は
、
吾
入
苧
績
山
陽

と
共
に
無
隈
の
感
慨
を
壁
ゆ
る
所
で
あ
る
。
併
し
之
を
評
す
る
に

氏
族
史
観
を
以
て
し
て
、
軍
に
宿
敵
李
家
を
滅
ぼ
す
の
を
目
的
と

も
允
も
の
で
あ
っ
た
と
断
じ
て
よ
い
か
。
頼
朝
は
韓
じ
て
淑
父
行

　
　
　
　
　
源
頼
朝
に
封
ず
る
評
論

家
と
弟
義
纏
と
の
捜
捕
絶
滅
を
期
し
た
Q
其
の
念
激
に
し
て
嚴
峻

な
る
こ
と
は
李
家
の
追
及
以
上
で
あ
っ
た
。
守
護
地
頭
の
補
任
奏

講
は
之
が
爲
に
行
は
れ
た
。
義
経
に
鋤
す
る
頼
朝
の
追
分
は
頼
朝

を
し
て
無
情
冷
血
漢
の
標
本
の
如
き
感
あ
ら
し
め
て
居
る
。
徳
川

時
代
の
史
家
詳
論
家
に
し
て
、
頼
朝
の
此
馳
を
悪
ま
ざ
る
者
は
な

い
。
其
れ
に
は
私
も
亦
同
感
で
あ
る
。
併
し
私
は
同
時
に
頼
朝
。
か

此
暴
に
出
で
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
、
殆
ん
ど
宿
命
的
な
彼
の
政
治

的
境
遇
を
考
へ
る
。
源
氏
に
は
一
族
骨
肉
相
討
つ
の
前
例
に
乏
し

く
な
い
◎
併
し
乍
ら
其
、
事
が
彼
を
し
て
容
易
く
骨
肉
を
討
た
し
め

た
事
情
な
の
で
は
な
い
。
彼
の
大
業
は
國
家
制
度
の
革
正
に
在
っ

た
。
　
一
族
骨
肉
の
私
情
の
如
き
馬
夢
前
に
在
っ
て
は
會
々
之
を
顧

み
る
逞
の
な
い
も
の
を
生
じ
た
。
顧
み
れ
ば
李
家
の
勒
減
に
努
力

し
た
の
も
、
猫
り
雲
雨
が
宿
怨
の
潤
た
る
が
爲
に
は
あ
ら
す
。
義
経

を
殺
す
も
唯
彼
に
涙
な
き
が
爲
で
あ
っ
た
と
は
噺
じ
去
り
難
い
。

先
に
掲
げ
た
李
家
追
討
の
時
の
願
文
に
、
「
李
家
と
錐
も
源
氏
と
錐

も
、
不
義
を
ば
罰
し
、
忠
臣
を
ば
賞
し
賜
へ
し
と
新
罪
し
た
頼
朝

の
心
事
を
顧
ふ
べ
き
で
あ
る
。
爾
弟
を
殺
し
た
の
は
手
足
を
絶
つ

も
の
で
、
後
難
を
招
く
所
以
だ
と
云
ふ
檬
に
の
み
評
し
去
る
の

　
　
　
　
　
第
二
十
一
巻
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一
號
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糠
綴
朝
に
封
ず
る
暴
論

は
、
r
徳
川
時
代
の
家
族
制
度
の
心
理
を
以
て
日
本
未
曾
有
の
攣
革

期
の
中
心
入
物
を
論
ず
る
も
の
で
あ
る
。

　
頼
朝
の
行
ふ
た
劃
期
的
事
業
は
封
建
制
度
の
創
建
に
在
る
。
守

護
地
頭
補
任
の
樺
を
勅
許
せ
ら
れ
、
御
家
入
を
之
に
補
任
し
た
こ

と
が
其
れ
で
あ
る
。
此
の
一
暴
に
依
り
彼
は
種
々
の
矛
盾
す
る
在

來
の
諸
勢
力
を
統
合
し
て
新
形
禮
の
下
に
牧
め
た
。
勅
許
を
得
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
王
土
王
民
の
主
樺
を
維
持
し
給
ふ
鯛
廷
の
樺
威

の
下
に
無
事
に
新
翻
度
を
確
立
し
た
。
守
護
を
國
侮
に
置
く
こ
と

に
よ
っ
て
、
王
朝
の
郡
縣
制
度
の
保
存
す
べ
き
も
の
を
保
存
し

た
。
地
頭
を
公
領
庄
園
に
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
今
迄
不
安
定
の

駄
態
に
在
っ
た
公
領
庄
園
を
正
式
に
國
家
の
地
方
制
度
の
如
き
も

の
と
し
九
。
武
士
を
以
て
守
護
地
頭
た
ら
し
む
る
こ
と
に
依
っ
て
、

古
新
維
持
の
畜
力
あ
る
者
を
し
て
始
め
て
正
式
に
其
任
に
就
か
し

め
た
。
而
し
て
其
任
に
就
い
た
武
士
は
頼
朝
の
御
家
人
で
あ
っ
て

主
違
警
係
の
重
い
契
り
を
以
て
結
ば
れ
九
者
で
あ
る
。
前
代
に
於

て
成
就
し
た
武
士
祉
會
の
御
恩
と
奉
公
と
の
關
係
は
、
藪
に
至
っ

て
病
家
統
治
の
關
係
に
聯
諮
を
有
す
る
も
の
と
な
っ
た
。
守
護
職

は
宮
職
な
り
と
は
云
へ
、
初
よ
り
恩
賞
に
與
へ
ら
れ
て
他
日
大
名

　
　
　
　
　
第
二
十
一
巷
　
第
一
號
　
　
「
入
入

領
地
を
成
す
の
逸
源
と
な
り
、
地
頭
職
は
名
は
職
な
り
と
云
ふ
と

も
、
實
は
土
地
財
産
を
獲
得
せ
し
む
る
地
位
で
あ
り
、
土
地
財
産

櫻
と
嗣
　
覗
さ
れ
た
程
で
↓
地
頭
職
の
補
任
は
知
行
地
の
給
奥
で

あ
っ
た
。
之
等
は
結
局
、
フ
ユ
ウ
ダ
ル
・
シ
．
ス
テ
ム
の
意
義
に
於

け
る
封
建
舗
度
の
開
始
に
外
な
ら
な
い
。
円
本
の
フ
ユ
ウ
ダ
リ
ズ

ム
は
源
頼
朝
の
時
に
創
建
さ
れ
た
。
，
之
は
頼
朝
が
國
史
上
に
於
て

猫
特
の
位
置
を
有
す
る
所
以
で
あ
る
。

　
観
て
藪
に
至
る
な
ら
ば
、
頼
朝
か
氏
族
骨
肉
の
情
縁
に
拘
束
さ

れ
て
居
な
か
つ
允
所
以
が
明
白
と
な
る
。
新
た
に
彼
は
封
建
翻
度

の
首
領
た
る
未
曾
有
の
地
位
に
漁
り
來
つ
た
の
で
あ
る
。
封
建
制

度
の
骨
格
は
霊
從
の
恩
義
に
在
る
。
源
李
の
武
士
の
道
と
し
て
、

主
は
家
人
を
愚
み
、
家
入
は
主
人
を
頼
む
情
義
の
如
何
に
重
い
か

は
、
當
時
を
語
る
文
學
の
傳
ふ
る
所
を
見
て
之
を
知
る
。
頼
朝
は

之
を
氏
族
に
局
限
せ
し
め
す
し
て
、
糞
展
せ
し
め
て
國
家
生
活
に

移
し
た
。
彼
は
勅
許
を
奏
籍
し
之
を
獲
得
し
九
る
特
構
に
基
き
、

御
家
入
に
恩
地
を
輿
へ
叉
は
其
の
私
領
を
保
護
す
る
の
制
を
立
て

た
。
斯
様
な
サ
．
〕
と
は
氏
族
的
關
係
に
拘
束
さ
れ
て
る
て
は
出
來
な

い
こ
と
で
あ
る
。
其
故
彼
は
李
家
の
家
人
と
錐
も
降
る
者
は
之
を

（　IS8　）



許
し
て
自
家
の
家
人
と
す
る
の
み
な
ら
す
、
之
を
優
遇
し
た
。
同

じ
道
理
が
彼
を
し
て
骨
肉
の
親
と
錐
も
、
封
建
の
恩
義
の
登
展
に

害
あ
る
者
は
、
之
を
排
斥
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
云
ふ
決
意
に
迄
至

ら
し
め
た
。
行
家
義
経
を
討
ち
範
頼
迄
を
も
庭
出
す
る
に
至
っ
た

理
由
は
結
局
此
庭
に
在
る
。

　
ヘ
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
導
入
の
頼
朝
論
が
今
践
の
史
家
の
其
れ
に
及
ば
ざ
る
も
の
を
生

へ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
カ
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
コ
へ
　
　
た
　
　
ヘ
　
　
へ
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

す
る
所
以
は
、
古
入
は
フ
ユ
ウ
ダ
ル
・
シ
ス
テ
ム
の
意
義
に
於
け

ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
ヘ
　
へ
　
　
も
　
ヘ
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

る
封
建
制
度
の
認
識
を
有
た
な
か
っ
た
所
に
在
る
。
徳
川
時
代
の

學
者
は
彼
等
の
時
代
の
封
建
政
治
が
、
源
頼
朝
の
創
め
た
守
護
地

頭
の
補
任
か
ら
糞
展
し
た
政
治
の
一
位
な
る
こ
と
を
知
っ
て
居

た
。
然
る
に
彼
等
の
云
ふ
封
建
は
周
漢
時
代
の
封
建
の
類
で
あ
っ

て
、
出
費
髄
度
に
濫
立
す
る
と
こ
ろ
の
勢
家
の
統
治
形
態
で
あ
る
。

庄
園
の
上
に
立
て
ら
れ
た
鎌
倉
時
代
の
武
家
の
支
配
組
織
を
此
の

封
建
の
概
念
で
説
く
の
に
は
無
理
が
あ
る
。
徳
川
時
代
の
支
那
流

儀
の
封
建
は
鎌
倉
時
代
の
此
の
組
織
に
由
冷
す
る
と
は
云
へ
、
此

の
後
者
を
一
言
に
し
て
論
き
得
る
概
念
は
徳
川
時
代
に
は
無
か
っ

た
。
勿
論
其
以
前
に
も
無
か
っ
た
。
然
る
に
現
代
で
は
磨
く
西
洋

史
を
見
て
歴
史
を
語
り
、
桜
樹
の
中
世
に
行
は
れ
た
フ
ユ
ウ
ダ
ル
・

　
　
　
　
　
源
綴
覇
κ
離
す
乃
詐
論

シ
ス
テ
ム
の
概
念
が
、
恰
も
我
事
の
武
家
制
度
の
基
本
形
腱
を
理

解
す
る
に
適
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
居
る
。
鎌
倉
時
代

の
封
建
と
云
ふ
の
も
魯
魚
こ
の
基
本
形
罷
の
獲
展
で
あ
る
の
で
、

此
の
フ
ユ
ウ
ダ
ル
・
シ
ス
テ
ム
を
癒
し
て
封
建
制
度
と
呼
ぶ
に
至

っ
て
居
る
。
此
の
意
味
の
封
建
制
度
こ
そ
は
頼
朝
の
創
建
で
あ
り
、

永
く
皇
儲
に
印
す
る
彼
の
大
業
で
あ
る
。
墨
縦
笛
々
武
家
時
代
が

李
家
に
始
ま
る
を
説
く
。
併
し
之
は
武
士
が
國
政
を
探
っ
た
こ
と

に
基
く
も
の
で
あ
る
。
政
治
は
人
に
依
っ
て
行
は
れ
る
が
、
政
治

め
本
質
を
決
定
す
る
も
の
は
制
度
で
あ
り
改
罷
で
あ
る
。
武
家
政

治
は
頼
朝
に
始
ま
り
、
而
も
其
れ
は
守
護
地
頭
補
任
の
勅
許
あ
り

し
辱
に
始
ま
る
の
で
あ
る
。

　
史
上
の
入
物
を
果
す
る
に
は
、
何
よ
り
も
先
づ
其
の
人
物
の
馬

す
る
時
代
を
顧
み
て
鋼
噺
す
べ
き
で
あ
る
。
其
の
時
代
の
就
會
的

政
治
的
乃
至
文
化
的
要
求
、
之
に
崩
す
べ
き
方
策
、
批
判
さ
れ
る

入
物
の
才
能
、
手
腕
、
業
績
、
凡
そ
此
等
の
も
の
を
合
せ
て
考
察

し
、
之
を
評
論
す
べ
き
で
あ
る
。
而
も
別
蕉
吾
人
に
は
倫
理
的
判

断
の
要
求
が
あ
る
。
髪
に
歴
史
家
は
と
か
く
歴
．
史
の
嚢
展
そ
の
も

の
を
肯
定
す
る
の
鍛
り
塙
倫
理
的
判
断
の
如
き
は
之
を
顧
み
な
い

　
　
　
　
　
第
二
十
一
巻
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源
頼
朝
に
堕
す
る
騨
論
　
、

傾
き
が
あ
な
。
之
は
倫
理
的
函
館
を
な
す
者
が
、
彼
の
蜜
観
的
判

断
に
捉
は
れ
て
、
史
上
の
人
物
を
其
の
時
代
の
事
情
と
其
の
時
代

の
倫
理
観
と
に
頓
着
な
く
、
時
代
急
談
の
評
贋
を
な
す
と
好
一
封

だ
。
我
等
は
史
書
の
入
物
を
詐
便
す
る
に
、
倫
理
的
判
断
は
之
を

交
ふ
る
こ
と
能
は
す
と
は
云
は
ぬ
。
完
全
な
る
人
物
論
は
倫
理
的

評
贋
を
必
要
と
す
る
こ
と
、
現
代
の
人
物
論
に
於
て
も
昔
時
の
入

物
論
に
嘗
て
も
同
じ
だ
。
私
は
文
化
史
的
見
地
が
入
物
の
倫
理
的

詐
儂
を
忘
れ
て
、
人
を
し
て
歴
史
事
實
の
推
移
は
其
儘
に
正
し
い

之
云
ふ
が
如
き
感
想
を
い
だ
か
し
め
る
の
を
、
現
代
史
墨
の
自
然

科
斗
的
偏
向
で
あ
る
と
思
ふ
。
古
人
の
試
み
た
倫
理
的
批
判
を
無

意
味
な
も
の
と
は
思
は
ぬ
。
將
來
此
塵
に
反
省
を
加
へ
た
史
膿
の

起
り
得
る
餓
地
が
あ
る
と
思
ふ
。
但
、
私
は
歴
史
家
と
し
て
の
識

見
に
矛
盾
し
な
い
倫
理
的
判
噺
を
望
む
の
で
あ
っ
て
、
昔
の
入
物

に
勤
し
て
は
昔
の
倫
理
観
に
救
う
た
評
論
を
與
へ
る
こ
と
が
富
豪

で
あ
る
、
と
考
へ
る
。
之
を
評
者
の
時
代
の
倫
理
の
見
地
か
ら
批

遇
す
る
と
い
ふ
こ
と
が
假
令
實
銭
的
の
要
求
か
あ
は
一
個
の
法
難

を
有
つ
に
し
て
も
、
其
事
と
歴
史
家
的
判
断
と
は
お
の
つ
か
ら
異

な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
　
　
　
　
第
二
十
一
、
巻
　
第
一
盤
，
　
二
九
〇

　
重
ね
て
言
ふ
。
源
頼
朝
を
論
ず
る
に
は
、
彼
の
政
治
家
と
し
て
の

償
値
を
問
ふ
こ
と
を
重
し
と
す
べ
き
で
あ
る
。
私
は
此
の
鮎
に
就

い
て
倫
理
的
評
論
を
も
加
へ
た
。
古
人
が
暁
種
の
形
而
上
學
的
見

地
か
ら
批
判
し
た
と
こ
ろ
を
、
私
は
實
澄
的
見
地
か
ら
批
判
す
る

に
努
め
た
。
然
る
に
薙
に
最
後
に
嚇
つ
’
の
問
題
が
在
る
。
封
建
制

度
と
國
艦
と
の
間
に
起
る
矛
盾
が
問
題
で
あ
る
。
封
建
制
度
は
武

家
の
馬
力
の
中
に
朝
廷
の
統
治
僅
を
吸
号
す
る
結
果
と
な
っ
た
。

頼
朝
が
封
建
制
度
を
創
建
し
た
こ
と
は
、
國
穫
が
將
軍
の
掌
握
に

書
す
る
端
緒
を
齢
す
も
の
で
あ
っ
た
。
頼
朝
が
酷
評
を
蒙
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
ゆ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

の
在
る
修
訂
は
薙
に
存
す
る
。
國
膿
は
古
今
に
通
す
る
國
家
の
規

へ
　
も
　
ヘ
　
ヘ
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
　
へ
　
も
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ
　
も
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ

範
で
あ
る
か
ら
、
歴
史
家
と
錐
も
、
史
論
に
規
範
的
見
地
を
交
ヘ

ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ
　
も
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ

る
な
ら
ば
、
國
膿
に
基
い
て
入
物
の
批
判
を
署
す
こ
と
を
忘
れ
て

　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ

へは
な
る
ま
い
と
思
ふ
が
、
純
に
農
協
の
本
義
よ
り
論
ず
れ
ば
、
武

家
政
治
の
開
始
は
疑
も
な
く
遣
憾
と
す
べ
き
も
の
を
存
す
る
。
蓋

し
、
國
艦
の
本
義
は
天
皇
政
治
に
在
る
。
天
皇
の
親
政
を
以
て
本

義
と
な
し
、
天
皇
の
捌
好
し
給
へ
る
法
律
に
基
く
政
治
の
行
は
れ

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
然
る
に
武
家
政
治
は
天
皇
の
御
親
政
は

固
よ
り
、
律
令
攻
治
の
最
後
の
形
声
で
あ
る
院
政
を
も
破
っ
た
。
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こ
れ
今
日
武
家
政
治
が
國
艦
の
本
義
に
反
す
る
と
云
は
る
、
所
以

で
あ
る
。

，
併
し
封
建
時
代
を
通
過
し
た
こ
と
は
我
輩
の
今
日
あ
る
所
以
で

あ
る
。
此
の
時
代
な
き
玉
本
が
今
日
の
偉
大
を
な
し
得
九
と
は
思

へ
ぬ
。
公
家
政
治
と
庄
園
制
度
の
因
襲
を
捨
て
Σ
武
家
政
治
と
封

建
制
度
の
聴
代
に
移
っ
た
こ
と
が
，
我
が
國
を
し
て
東
洋
に
於
け

る
唯
一
の
護
展
張
國
家
た
る
の
實
を
暴
げ
し
め
た
所
以
で
あ
る
こ

ど
を
深
思
す
べ
き
で
あ
る
。
頼
朝
の
事
業
は
今
日
か
ら
見
て
愈
≧

不
朽
の
偉
業
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
る
べ
き
で
あ
る
。
國
罷
と
の
幽

幽
で
封
建
制
度
を
論
ず
る
者
は
、
先
づ
封
建
制
度
の
起
り
方
と
、

進
み
方
と
を
分
け
て
之
を
論
評
す
べ
き
で
あ
る
と
考
へ
る
。

　
そ
こ
で
封
建
の
形
勢
は
発
が
る
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
っ
た
に

し
て
も
、
採
る
に
方
法
を
以
て
す
べ
き
で
、
國
膿
に
合
致
し
た
封

建
の
途
が
無
か
っ
た
か
と
云
ふ
問
題
が
起
ろ
。
先
づ
第
一
に
、
源

頼
朝
が
鎌
禽
に
幕
府
を
豪
い
九
こ
と
は
國
膿
上
適
當
の
腱
置
で
は

な
く
、
彼
は
須
ら
く
京
都
に
あ
っ
て
輔
弼
の
誠
を
誰
す
べ
き
で
あ

っ
た
と
云
ふ
考
・
へ
⊥
ガ
。
か
あ
ら
・
り
）
二
一
れ
も
一
理
あ
る
．
併
し
↓
叉
浪
ツ

い
て
考
ふ
る
に
、
歴
史
の
現
實
に
在
っ
て
は
、
東
夷
の
如
く
輕
覗

　
　
　
　
　
源
頼
朝
に
封
ず
乃
評
論

さ
れ
た
頼
朝
以
下
の
者
が
”
京
洛
に
入
っ
て
公
卿
と
交
は
る
と
し

て
、
其
の
結
果
逡
に
如
何
に
あ
る
べ
き
か
。
殊
に
京
都
永
年
の
弊

習
と
南
都
北
嶺
の
悪
業
の
横
暴
な
ど
の
渦
中
に
入
っ
た
な
ら
ば
、

武
家
と
錐
も
國
家
の
治
安
を
嗣
る
こ
と
到
底
黒
焼
と
な
り
、
國
攻

は
一
麿
二
言
に
隔
っ
て
、
京
都
で
政
治
を
し
た
李
家
や
足
利
氏
の

失
態
の
や
う
な
こ
と
に
な
っ
て
み
た
か
も
測
り
難
い
。

　
ヤ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ
　
も
　
も
　
も
　
ヘ
　
　
ヘ
　
へ
　
も
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
マ
　
へ
　
　
も
　
ヘ
　
へ
　
も
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ

　
私
は
寧
ろ
源
頼
朝
が
朝
廷
に
湊
請
し
て
守
護
地
願
補
任
の
勅
許

へ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
セ
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
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ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

を
仰
ぎ
、
勅
許
に
基
い
て
庄
園
公
領
を
統
轄
し
た
所
に
、
大
義
名

へ
　
ヘ
　
ヘ
　
　
ヘ
　
ヘ
　
　
ヘ
　
ヘ
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
　
ヘ
　
ヘ
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ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

分
を
忘
れ
な
い
彼
の
高
い
野
球
の
存
す
る
も
の
あ
る
を
認
め
た

い
・
國
膿
論
か
ら
云
ふ
な
ら
ば
、
飯
豊
を
彼
の
爲
に
賞
更
し
た
い
・

二
本
外
史
が
、
「
頼
朝
天
下
萬
世
の
爲
に
己
む
を
得
ざ
る
の
事
を
創

め
、
以
て
鍮
ゆ
べ
か
ら
ざ
る
の
限
を
立
つ
」
と
云
へ
る
も
の
に
肯

緊
に
當
つ
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
他
日
王
政
復
古
を
見
て
今
日
の
立

憲
政
談
と
な
る
所
以
の
も
の
、
正
し
ぐ
源
頼
朝
の
「
道
理
」
の
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヵ
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

躍
に
其
の
展
開
の
根
源
を
存
す
る
の
で
あ
る
。
史
實
よ
り
論
ず
れ

、
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
“
　
、
　
、
　
、
　
、

ば
、
頼
朝
の
道
理
観
を
離
れ
て
日
本
の
國
膿
を
論
ず
る
こ
．
と
が
出

へ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

來
ぬ
、
と
言
ふ
と
も
不
評
で
は
な
か
ら
う
。
（
昭
和
一
〇
、
一
二
、
四
）

第
二
十
一
巻
第
｝
號
　
　
「
九
　
、
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